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青森県むつ公共職業安定所地域雇用開発計画 

 

はじめに  

 

 青森県の雇用情勢は、中期的には改善しているものの全国との間には大きな開

きがあるなど依然として厳しい状況にあり、その中でむつ公共職業安定所地域（１

市１町３村、以下「対象区域」という。）においては、雇用需要の絶対的不足は

解消されておらず、雇用開発の促進策を講じていく必要が生じている。  

 このため、「青森県むつ公共職業安定所地域雇用開発計画」を策定し、これに

沿って地域雇用開発を図るための施策を関係機関と連携・協力しながら推進して

いくこととする。 

 

 

Ⅰ 雇用開発促進地域の区域 

 

 １ 雇用開発促進地域の区域 

 

 （１）対象区域 

 

  ① むつ公共職業安定所管轄区域 

    むつ市、大間町、東通村、風間浦村、佐井村 

 

 （２）対象区域の概況 

    対象区域は、むつ市、下北郡１町３村で構成され、面積は、１，４１６．

０８k ㎡で、県全体の１４．７％を占めている。 

    対象区域の令和５年度の一般有効求人倍率は、０．８５倍で全国平均１．

２９倍との格差が大きいなど雇用情勢は依然として厳しい状況が続いてお

り、雇用機会の確保が喫緊の課題となっている。 

 

 ２ 該当要件 

 

 （１）自然的経済的社会的条件からみた一体性の確保  

    対象区域は、下北半島の最北部、本州最北端に位置し、三方を太平洋、

津軽海峡、陸奥湾に囲まれ、仏ヶ浦・薬研渓谷等の優れた景勝地、広い海

域、日本三大霊場に数えられる恐山など豊富な観光資源に恵まれており、

県内有数の観光レクリエーション地域となっている。東北の他地域に比べ

て、夏季冷涼な気候は暮らしやすく、新鮮で豊かな食、安価な事業用地、
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特色ある歴史・伝統文化に育まれた粘り強さに定評のある人材、安心・安

全な生活環境などの優れた事業環境を有している。 

    交通体系としては、むつ市から風間浦村を経由して大間町に至る国道２

７９号とむつ市から佐井村を経由して大間町に至る国道３３８号を軸に道

路網が整備されている。 

    また、対象区域の中心都市であるむつ市を起点とし、東北新幹線七戸十

和田駅のある七戸町で東北縦貫自動車道八戸線と連絡する延長約７０ｋｍ

の「下北半島縦貫道路（地域高規格道路）」の整備が進められ、一部供用

（むつＩＣ～むつ東通ＩＣ、横浜吹越ＩＣ～野辺地ＩＣ）されており、対

象区域における高速交通の機能の強化が進んでいるなど、交通利便性が強

化されている。また、文化・教育・商業など高度な都市機能を有するむつ

市を中心に商圏、通勤圏等が形成されるなど、生活面及び経済活動面での

一体性が確保されている。 

さらに、対象区域においてはむつ市が中核的な都市として、近隣からの

労働力の受け皿となっているなど、区域内において労働市場圏を形成して

おり、自然的経済的社会的条件からみて一体的な地域である。  

 

 （２）一般有効求職者数及び常用・一般有効求人倍率 

 

  ① 対象区域における最近３年間（令和３年度～令和５年度）の月平均一般

有効求職者数の労働力人口に占める割合は、３．８％であり、全国の同割

合３．２％以上となっている。 

                               （単位：人） 

 R3年度  

月平均 

R4年度  

月平均 

R5年度  

月平均 

R3～ 5年度

月平均 

一般有効求職者数 1,292 1,395 1,229 1,305 

労働力人口に占める割合 3.8% 4.1% 3.6% 3.8% 
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② 対象区域における最近３年間及び最近１年間の月平均一般有効求人倍率

は、それぞれ０．８６倍及び０．８５倍であり、全国平均に基づき定めら

れた雇用開発促進地域の対象要件（それぞれ０．８３倍及び０．８６倍）

を最近３年間では上回るが、最近１年間では下回っている。 

                           （単位：人、倍） 

 R3年度  R4年度  R5年度  R3～ 5年度  

一般有効求人数 13,693 14,454 12,594 13,580 

一般有効求職者数 15,500 16,743 14,745 15,663 

一般有効求人倍率 0.88 0.86 0.85 0.86 

 

  ③ 対象区域における最近３年間及び最近１年間の月平均常用有効求人倍率

は、それぞれ１．１５倍及び１．２０倍であり、いずれも全国平均に基づ

き定められた雇用開発促進地域の対象要件（それぞれ０．７９倍及び０．

８２倍）を上回っている。 

                           （単位：人、倍） 

 R3年度  R4年度  R5年度  R3～ 5年度  

常用有効求人数 8,370 9,197 8,881 8,816 

常用有効求職者数 7,569 8,039 7,411 7,673 

常用有効求人倍率 1.11 1.14 1.20 1.15 

 

  

Ⅱ 労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項 

 

 １ 対象区域の雇用動向等 

 

  ① 人口 

    人口は、６８，２００人（総務省「令和２年国勢調査」。以下において、

左記調査の出典元は同様である。）で、平成２７年と比較して６，２５１

人（８．４％）の減少となっている。 

 

  ② 労働力人口 

    労働力人口は、３３，７８４人（令和２年国勢調査）で、平成２７年と

比較して２，６６０人（７．３％）の減少となっている。 

    また、年齢別の雇用動向として、令和２年国勢調査における１５歳から

６４歳までの労働力人口は、平成２７年国勢調査と比較して３，７２４人

（１１．７％）減少し、６５歳以上の労働力人口は、１，０６４人（２３．
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３％）増加している。 

                          （単位：人） 

 H27年国勢調査 R2年国勢調査 

15歳～64歳 31,881 28,157 

65歳以上 4,563 5,627 

計 36,444 33,784 

 

  ③ 就業者数 

    就業者数は、３２，２５０人（令和２年国勢調査）で、平成２７年と比

較して２，２７８人（６．６％）の減少となっている。 

 

  ④ 就業構造 

    就業者の産業別割合は、令和２年国勢調査では第１次産業９．０％（平

成２７年１０．０％）、第２次産業２０．８％（平成２７年２２．０％）、

第３次産業７０．２％（平成２７年６８．０％）となっている。第１次産

業の割合が１．０ポイント、第２次産業の割合が１．２ポイント減少し、

第３次産業の割合が２．２ポイント増加している。 1 

 

  ⑤ 一般有効求人倍率の推移 

    上記Ⅰ２（２）②のとおり。 

                          

  ⑥ 離職者の動向 

    雇用保険被保険者（一般、短時間を含む）の喪失者数及び喪失原因は次

のとおりである。 

令和４年度は、むつ市内の事業所閉鎖によって大量離職事案が発生し（離

職者約４００人）、事業主都合による喪失が大きく増加している。 

    また、令和５年度と令和３年度を比較すると、喪失者数は減少している

ものの、事業主都合による喪失が２７人、１３．０％増加している。 

                            （単位：人） 

 R3 年度  R4 年度  R5 年度   

    

    

 

事業主都合 207(10.3％) 647(28.1％) 234(14.4％) 

その他 1,796(89.7％) 1,657(71.9％) 1,395(85.6％) 

計 2,003     2,304     1,629     

 

 

                                                                                                                                                                   
1 割合の算出に当たり、「分類不能の産業」は分母に含んでいない。  
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Ⅲ 地域雇用開発の目標に関する事項 

 

 １ 地域雇用開発の目標 

   事業主への積極的な情報提供等を行うとともに、創造的な産業活動に対応

できる人材の確保・育成等を図り、対象区域内の雇用機会の創出を促進する

ことを目標とする。 

   具体的には、下記の地域雇用開発を促進するための方策と地域雇用開発助

成金の活用により年間６０人の雇用の創出を図る。 

 

 

Ⅳ 地域雇用開発を促進するための方策に関する事項 

 

 １ 地域雇用開発の促進のための措置 

 （１）新たな雇用機会の開発の促進等に関する事項 

    地域未来投資促進法に基づく基本計画により地域経済牽引事業を推進

し、地域の新たな雇用の拡大に資する取組に対して援助を進める。  

    特に、対象区域に立地する企業等に対し、事業所の設置・整備に伴い地

域求職者等を雇用する事業主に対して支給される地域雇用開発助成金の活

用を促して、地域の雇用機会の拡大を図り、企業の誘致促進や地場産業の

育成につながるよう努める。 

 

 （２）職業能力開発の推進に関する事項 

    対象区域への企業の進出、地元企業の事業展開に必要とされる人材の育

成・確保を図るため、職業能力開発に対するニーズの把握に努めるととも

に、企業内での職業能力開発の促進を図る。また、公共職業訓練施設にお

いても、地域の訓練ニーズに即した効果的な訓練の実施や多様な職種に対

応した訓練コースの設定など職業能力開発の推進に努める。 

 

 （３）労働力需給の円滑なマッチングに関する事項  

    対象区域の雇用需要と労働力供給との円滑なマッチングが図られるよ

う、労働市場の状況、雇用に関する情報の積極的な提供を行う。また、事

業主に対し、安定的な雇用が推進されるよう指導・援助を行うとともに、

求職者に対しては公共職業安定所等を通じ、職業指導・相談をきめ細やか

に行うよう努める。 

    また、ＵＩＪターン希望者の動向の把握に努めるとともに、対象区域内

の企業情報の提供等を積極的に進めるなど、労働力需給の円滑なマッチン

グに努める。 
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 （４）各種支援措置の周知に関する事項 

    地域雇用開発を推進するために講じられている地域雇用開発助成金等の

ほか、県や市町村の条例等に基づく進出企業に対する土地購入資金への助

成や固定資産税の課税免除など各種支援措置について、関係機関の広報、

県のホームページ等を活用して広く周知し、積極的な活用の促進に努める。 

 

 （５）地域雇用開発の効果的な推進に関する事項 

    地域雇用開発を効果的に推進するため、県、市町村、青森労働局、労使

団体、その他関係機関と的確な情報共有を図るとともに、対象区域の実情

に即した雇用開発の方向や具体的方策について検討を行うなど、地域雇用

開発の効果的な推進に努める。 

 

 ２ 地域雇用開発の促進に資する県の取組 

   これからの青森県づくりの基本的方向を提案し、各種施策を明らかにした

「青森県基本計画『青森新時代』への架け橋」を踏まえ、地域における経済

活動を牽引する事業の推進のほか、地域再生計画を活用した産業振興の促進、

産業人材の育成や企業誘致の取組等を通して、地域雇用開発を促進していく

ものとする。 

（１）地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業の推進 

    地域未来投資促進法に基づく青森新時代投資促進基本計画（計画期間：

計画同意の日～令和１０年度末、同意月日：令和６年４月１日）を踏まえ、

地域特性を活用した以下の分野での地域経済牽引事業を推進することによ

り、雇用機会の創出を促進する。  

① ものづくり関連分野  

本県の製造業は、経済活動別県内総生産に占める割合が高い主要産

業の一つである。非鉄金属製造業、電子部品製造業、業務用機械器具

製造業などの基礎素材型産業や加工組立型産業は本県の製造品出荷額

の上位を占め集積が進んでいることから、これを生かし、デジタル技

術の活用により新たな付加価値を加えた製品開発や、自動車等の輸送

機械、産業用ロボット、医療・健康福祉関連機器製造など今後の市場

拡大が見込まれる分野への進出・設備投資を促進するとともに、関連

企業のさらなる立地を推進していく。  

    

② 農林水産関連分野  

本県の農林水産業は、平成１６年以降１９年連続で東北１位の農業

産出額を誇る基幹産業である。生産量が全国１位のりんご、にんにく、
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ごぼうや漁獲量が全国１位のイカ類などの豊富な農林水産資源やこれ

らを原料とする食料品製造業等の集積を生かし、本県産の農林水産物

を活用して付加価値を高めた製品や消費者ニーズに対応した商品の開

発・製造を支援するとともに、食料品製造業等や農業機械、農業用資

材、包装資材などの関連企業のさらなる立地を促進し、農林水産業を

中核とした産業クラスターの形成を図る。  

 

    ③ 脱炭素関連分野  

      本県は日本有数の風力発電の適地であり、令和５年度の風力発電に

よる発電量は全国第２位となっているほか、太陽光発電、木質バイオ

マス発電などの多様なエネルギープロジェクトが展開されている。ま

た、国の「２０５０年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」

の策定により、今後さらなる脱炭素関連の新技術開発や市場拡大が期

待されることから、自然環境との共生を前提とした再生可能エネルギ

ーの導入に合わせ、施設のメンテナンス、プラントの設計・開発、修

理・保守などを行う関連産業の集積を促進するとともに未利用資源等

を活用したビジネスの創出を支援していく。  

 

    ④ 情報・デジタル関連分野  

      本県の低コストで快適なオフィス環境に加え、本分野の企業の立地

に伴う運営費の補助制度などにより、近年、本分野の企業立地が活発

化してきている。今後のデジタル化の進展に伴い、さらなる市場拡大

が見込まれることに加え、本分野の関連企業は柔軟な働き方に対応す

ることが可能であり、魅力ある雇用を創出するという意味でも重要で

ある。ＤＸの実現やデジタル技術を用いた地域課題の解決につなげる

ためにも、さらなる企業立地を推進する。  

 

⑤ 物流関連分野 

本県は３つの重要港湾を有し、そのうち本州と北海道をつな

ぐ フ ェ リ ー 航 路 が 就 航 し て い る 青 森 港 は 北 海 道 と の 交 通 結 節

点としての役割を果たしており、国際航路が就航している八戸

港 は 北 東 北 を 代 表 す る 国 際 貿 易 ・ 物 流 拠 点 と し て 機 能 し て い

る。加えて、空路は国内主要都市と１日２ ８往復の直行便で結

ばれているほか、鉄道や道路などの交通インフラも充実してい

る。このような地理的特性を生かし、本県で生産された農林水

産 物 や 各 種 製 品 の 取 引 拡 大 を 図 る と と も に ２ ０ ２ ４ 年 問 題 な

どの物流業界を取り巻く課題に対応するため、物流機能の強化
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を図り、物流関連企業の立地を推進する。  

 

 （２）地域再生計画を活用した産業振興の促進 

    地域の資源や強みを知恵と工夫により最大限に活用しながら、個性ある

豊かな地域づくりを達成し、地域経済の活性化及び地域雇用の創出に取り

組む地域内の再生計画を活用した地域産業の振興や生活・経済基盤の整備

を進める。 

 

 （３）産業人材の育成の取組 

    職業能力開発施設や民間における訓練の実施、教育機関等との連携によ

る研究開発の推進、ベテラン人材が培ってきた技術の継承等、産学官一体

となった創造的な産業活動に対応できる産業人材の育成やＵＪＩターンの

推進による中核人材の確保を進めるとともに、若年者、中高年齢者、障が

い者等の求職者への能力開発等の支援を通じて、その就職活動等の円滑化

を図り、安定就労を促進する。 

 

Ⅴ 計画期間に関する事項 

  厚生労働大臣の同意を得た日から３年間とする。 
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